
○
経
済
産
業
省
告
示
第
三
十
四
号

労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
六
条
及
び
第
百
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
第

十
四
次
鉱
業
労
働
災
害
防
止
計
画
を
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
同
法
第
八
条
及
び
第
百
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
告
示
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

経
済
産
業
大
臣

西
村

康
稔

第
十
四
次
鉱
業
労
働
災
害
防
止
計
画

鉱
山
保
安
は
、
人
命
尊
重
を
基
本
理
念
と
し
、
鉱
山
災
害
の
根
絶
を
図
る
こ
と
を
そ
の
最
終
目
標
と
す
る
も
の
で

あ
る
。
鉱
山
災
害
の
防
止
に
関
し
て
は
、
昭
和
二
十
四
年
の
鉱
山
保
安
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
七
十
号
）
施
行
以

来
、
各
般
に
亘
る
保
安
確
保
対
策
を
積
極
的
に
推
進
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
関
係
者
の
努
力
と
相
ま
っ
て
、
鉱
山

災
害
の
発
生
件
数
、
度
数
率
及
び
強
度
率
と
も
に
中
長
期
的
に
は
大
幅
に
減
少
し
て
き
た
。

現
行
の
鉱
山
保
安
法
は
、
鉱
山
災
害
発
生
件
数
の
減
少
や
発
生
要
因
の
変
容
等
を
背
景
に
、
国
の
関
与
を
最
小
限
の

も
の
と
し
、
鉱
山
に
お
け
る
保
安
確
保
に
当
た
っ
て
民
間
の
自
主
性
を
主
体
と
す
る
観
点
か
ら
、
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
の
手
法
を
法
体
系
の
中
に
導
入
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
鉱
業
権
者
（
租
鉱
権
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
対

し
、
保
安
上
の
危
険
の
把
握
（
現
況
調
査
等
の
実
施
）
と
そ
の
結
果
に
応
じ
た
措
置
の
立
案
、
実
施
、
評
価
及
び
見
直

し
（
措
置
の
保
安
規
程
へ
の
反
映
）
を
義
務
付
け
る
と
と
も
に
、
経
営
ト
ッ
プ
が
掲
げ
る
保
安
方
針
の
下
、
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ

（P
l
a
n

（
計
画
）―

D
o

（
実
施
）―

C
h
e
c
k

（
評
価
）―

A
c
t

（
改
善
）
）
サ
イ
ク
ル
に
よ
り
、
継
続
的
な
保
安
向
上

参考資料１



 

 
 

に
つ
な
げ
る
た
め
の
自
主
的
取
組
を
定
着
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
各
鉱
山
に
お
い
て
自
律
し
た
保
安
体
制
が
構
築
さ
れ

る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。 

こ
の
よ
う
な
鉱
山
の
保
安
に
係
る
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
（
以
下
「
鉱
山
保
安
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
」
と

い
う
。
）
が
、
全
て
の
鉱
山
に
お
い
て
有
効
に
機
能
す
る
こ
と
で
、
継
続
的
な
保
安
の
向
上
に
つ
な
が
っ
て
い
く
よ
う
、

国
は
、
そ
の
導
入
と
有
効
性
向
上
に
向
け
た
自
主
的
取
組
へ
の
支
援
を
重
点
的
に
実
施
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
保
安

水
準
が
向
上
し
、
罹
災
者
を
伴
う
鉱
山
災
害
発
生
件
数
も
減
少
傾
向
で
あ
っ
た
が
、
近
年
は
下
げ
止
ま
っ
て
い
る
。 

ま
た
、
特
に
中
小
規
模
の
鉱
山
で
は
、
鉱
山
保
安
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
本
格
導
入
に
遅
れ
が
見
ら
れ
て
い

る
。 こ

の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
鉱
山
災
害
防
止
に
お
い
て
鉱
業
を
他
の
産
業
の
模
範
と
す
る
べ
く
、
国
は
、
鉱
山

保
安
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
導
入
及
び
運
用
の
一
層
の
深
化
を
図
る
た
め
の
取
組
を
重
点
的
か
つ
継
続
的
に
実
施

す
る
。
ま
た
、
鉱
山
関
係
者
は
、
自
主
保
安
の
徹
底
、
重
大
災
害
等
に
直
結
す
る
露
天
掘
採
場
の
残
壁
対
策
や
坑
内
の

保
安
対
策
の
推
進
、
粉
じ
ん
防
止
対
策
を
含
む
作
業
環
境
の
整
備
等
の
基
盤
的
な
保
安
対
策
に
万
全
を
期
す
た
め
、
こ

こ
に
鉱
業
労
働
災
害
防
止
の
た
め
の
主
要
な
対
策
に
関
す
る
事
項
を
示
す
も
の
と
す
る
。 

Ⅰ 

計
画
の
期
間 

こ
の
計
画
は
、
令
和
五
年
度
を
初
年
度
と
し
、
令
和
九
年
度
を
目
標
年
度
と
す
る
五
年
間
の
計
画
と
す
る
。
た

だ
し
、
こ
の
計
画
期
間
中
に
特
別
の
事
情
が
生
じ
た
場
合
は
、
必
要
に
応
じ
計
画
の
見
直
し
を
行
う
も
の
と
す
る
。 



 

 
 

Ⅱ 

計
画
の
目
標 

各
鉱
山
に
お
い
て
は
、
鉱
山
災
害
を
撲
滅
さ
せ
る
こ
と
を
目
指
す
。 

 
 

全
鉱
山
に
お
け
る
鉱
山
災
害
の
発
生
状
況
と
し
て
、
計
画
期
間
の
五
年
間
で
、
次
の
指
標
を
達
成
す
る
こ
と
を
目

標
と
す
る
。 

 

指
標
一
：
毎
年
の
死
亡
災
害
は
零
と
す
る 

 

指
標
二
：
鉱
山
災
害
を
減
少
さ
せ
る
観
点
か
ら
、
計
画
期
間
の
五
年
間
の
平
均
で
、
鉱
山
災
害
（
休
業
日
数
が
三
日

以
上
の
も
の
を
い
う
。
）
の
度
数
率
〇
・
七
〇
以
下 

 

指
標
三
：
重
傷
災
害
（
死
亡
災
害
を
除
く
休
業
日
数
が
二
週
間
以
上
の
鉱
山
災
害
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
減
少

さ
せ
る
観
点
か
ら
、
計
画
期
間
の
五
年
間
の
平
均
で
、
重
傷
災
害
の
度
数
率
〇
・
五
〇
以
下 

Ⅲ 

鉱
山
災
害
防
止
の
た
め
の
主
要
な
対
策
事
項 

鉱
山
災
害
の
撲
滅
と
い
う
最
終
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
鉱
業
権
者
、
鉱
山
労
働
者
を
始
め
と
す
る
関
係

者
及
び
国
が
一
体
と
な
り
、
保
安
水
準
の
向
上
に
向
け
た
取
組
を
継
続
的
に
実
施
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
国
は
、
鉱
山
災
害
防
止
の
た
め
に
本
計
画
を
長
期
的
視
点
に
立
っ
て
策
定
し
、
自
ら
講
ず
る
べ
き
施

策
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
鉱
山
災
害
防
止
の
実
施
主
体
で
あ
る
鉱
業
権
者
、
鉱
山
労
働
者
を
始
め
と
す
る

関
係
者
が
取
り
組
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
事
項
を
、
以
下
に
主
要
な
対
策
事
項
と
し
て
示
す
。 

鉱
業
権
者
及
び
鉱
山
労
働
者
を
始
め
と
す
る
関
係
者
は
、
本
計
画
の
内
容
を
理
解
し
、
自
ら
積
極
的
に
保
安
水



 

 
 

準
の
向
上
に
努
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。 

１
．
鉱
山
保
安
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
導
入
促
進 

１
．
１ 

鉱
山
保
安
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
導
入
及
び
運
用
の
深
化 

鉱
山
災
害
を
撲
滅
さ
せ
る
と
い
う
最
終
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
よ
り
高
い
次
元
の
保
安
の
取
組
が
必

要
で
あ
り
、
鉱
業
権
者
、
鉱
山
労
働
者
を
始
め
と
す
る
関
係
者
及
び
国
は
、
引
き
続
き
一
体
と
な
っ
て
鉱
山
保

安
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
導
入
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
導
入
が
進
展
し
て
い
る
鉱
山
に
つ
い
て
は
、
そ

の
導
入
状
況
を
含
め
、
各
鉱
山
の
実
情
に
応
じ
た
よ
り
最
適
な
シ
ス
テ
ム
と
な
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 
 

こ
の
た
め
、
鉱
業
権
者
は
、
次
の
二
つ
の
取
組
を
引
き
続
き
推
進
す
る
も
の
と
す
る
。 

イ 

リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
充
実
等 

 
 

 
 

 

リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
充
実
と
、
そ
の
結
果
に
応
じ
た
措
置
の
立
案
、
実
施
、
評
価
及
び
見
直
し
を
繰

り
返
し
行
う
取
組
と
を
充
実
さ
せ
る
よ
う
、
具
体
的
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
継
続
的
な
実
施
に
努
め
る

も
の
と
す
る
。 

 
 

 
 

① 

潜
在
的
な
保
安
を
害
す
る
要
因
を
特
定
す
る
た
め
の
調
査
を
十
分
に
行
い
、
こ
れ
ら
に
よ
り
も
た
ら
さ

れ
る
リ
ス
ク
を
分
析
す
る
。 

 
 

 
 

② 

そ
れ
ぞ
れ
の
リ
ス
ク
を
評
価
し
、
リ
ス
ク
を
低
減
さ
せ
る
措
置
を
検
討
し
実
施
す
る
。 

 
 

 
 

③ 

リ
ス
ク
分
析
及
び
評
価
の
過
程
を
関
係
者
で
共
有
す
る
と
と
も
に
、
措
置
を
講
じ
た
後
の
残
留
リ
ス
ク



 

 
 

に
つ
い
て
も
適
正
に
評
価
及
び
管
理
を
行
う
。 

ロ 

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
充
実
等 

 
 

 
 

 
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
構
築
、
す
な
わ
ち
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
の
循
環
に
よ
り
継
続
的
な
保
安
水
準

の
向
上
に
つ
な
が
る
仕
組
み
を
構
築
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
有
効
化
を
図
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
実

施
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 
 

① 

経
営
ト
ッ
プ
は
、
保
安
の
確
保
を
経
営
と
一
体
の
も
の
と
し
て
捉
え
、
保
安
方
針
を
表
明
す
る
。 

 
 

 
 

② 

保
安
目
標
に
つ
い
て
、
達
成
に
至
る
手
段
を
具
体
的
に
立
案
可
能
で
、
達
成
度
合
い
を
客
観
的
に
評
価

可
能
な
も
の
と
し
て
設
定
す
る
。 

 
 

 
 

③ 

保
安
目
標
達
成
の
た
め
の
具
体
的
な
実
施
事
項
と
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
等
を
年
間
の
保
安
計
画
と
し
て
策
定

す
る
。 

 
 

 
 

④ 

保
安
目
標
の
達
成
状
況
及
び
保
安
計
画
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
評
価
を
行
い
、
問
題
が
あ
る
場
合
は
、

原
因
を
調
査
し
改
善
等
を
実
施
す
る
。 

ま
た
、
鉱
業
権
者
は
、
鉱
山
保
安
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
導
入
及
び
運
用
の
一
層
の
深
化
を
図
る
た
め
、

こ
れ
ら
の
取
組
の
中
核
と
な
る
人
材
を
育
成
す
る
と
と
も
に
、
鉱
山
労
働
者
と
一
体
と
な
っ
て
鉱
山
保
安
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
運
用
に
取
り
組
む
も
の
と
す
る
。 

 
 

 
 

こ
れ
ら
の
取
組
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て
、
国
及
び
鉱
業
権
者
は
、
国
が
作
成
し
た
自
己
点
検
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス



 

 
 

ト
に
よ
り
引
き
続
き
毎
年
適
切
に
評
価
を
行
い
、
必
要
と
認
め
た
場
合
は
、
追
加
の
対
策
を
講
ず
る
も
の
と
す

る
。 国

は
、
自
己
点
検
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
の
う
ち
鉱
業
権
者
が
取
り
組
み
に
く
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
実
情
に
応

じ
て
よ
り
最
適
な
取
組
が
行
わ
れ
る
よ
う
見
直
し
を
行
い
、
鉱
業
権
者
が
取
り
組
み
や
す
い
も
の
に
つ
い
て
は
、

全
て
の
鉱
山
で
取
り
組
む
よ
う
鉱
業
権
者
に
促
す
な
ど
、
自
己
点
検
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
を
活
用
し
た
鉱
山
保
安

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
導
入
促
進
に
取
り
組
む
も
の
と
す
る
。 

ま
た
、
鉱
業
権
者
が
鉱
山
保
安
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
導
入
及
び
運
用
の
一
層
の
深
化
を
図
る
た
め
の

取
組
を
進
め
、
そ
の
規
模
や
操
業
状
況
等
に
即
し
た
最
適
な
形
で
鉱
山
保
安
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
を
構
築

し
、
そ
の
有
効
性
を
向
上
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
国
は
、
労
働
安
全
衛
生
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ

ム
の
国
際
規
格
等
と
の
整
合
性
に
も
配
慮
し
つ
つ
、
こ
れ
ま
で
の
取
組
実
績
や
、
各
鉱
山
に
お
け
る
導
入
事
例

や
運
用
状
況
等
を
踏
ま
え
、
必
要
に
応
じ
鉱
山
保
安
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
導
入
の
た
め
の
手
引
書
を
見
直

す
と
と
も
に
、
具
体
的
な
実
施
方
法
に
関
す
る
助
言
や
優
良
事
例
に
つ
い
て
の
情
報
提
供
の
充
実
等
を
引
き
続

き
図
る
も
の
と
す
る
。 

１
．
２ 

鉱
山
規
模
に
応
じ
た
鉱
山
保
安
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
導
入
促
進 

 
 

 
 

こ
れ
ま
で
国
は
、
中
小
規
模
の
鉱
山
を
対
象
と
し
た
鉱
山
保
安
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
構
築
等
の
た
め

の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
や
、
自
己
点
検
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
に
基
づ
く
取
組
の
実
施
を
検
討
し
て
い
る
小
規
模
の
鉱
山



 

 
 

を
対
象
と
し
た
簡
易
的
な
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
方
法
を
解
説
し
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
、
情
報
提
供
ツ
ー
ル

の
作
成
等
に
よ
り
、
鉱
山
保
安
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
導
入
促
進
に
取
り
組
ん
で
き
た
が
、
大
規
模
の
鉱

山
に
比
べ
て
中
小
規
模
の
鉱
山
で
は
導
入
に
遅
れ
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
、
中
小
規
模
の
鉱
山
が
そ
の
導
入

に
向
け
た
取
組
を
容
易
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
国
は
、
こ
れ
ま
で
の
取
組
の
経
験
等
を
踏
ま
え
つ
つ
、

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
等
を
一
層
分
か
り
や
す
い
内
容
に
見
直
す
な
ど
、
情
報
提
供
ツ
ー
ル
を
充
実
さ
せ
る
と
と
も
に
、

各
鉱
山
の
状
況
に
応
じ
た
き
め
細
か
な
助
言
の
一
層
の
充
実
を
図
る
も
の
と
す
る
。 

２
．
自
主
保
安
の
推
進
と
安
全
文
化
の
醸
成 

 
 

２
．
１ 

自
主
保
安
の
徹
底
と
保
安
意
識
の
高
揚 

 
 

 
 

鉱
業
権
者
は
、
保
安
の
最
高
責
任
者
と
し
て
の
自
覚
を
持
っ
て
、
ま
た
、
鉱
山
労
働
者
等
は
、
自
ら
も
保
安

確
保
の
一
翼
を
担
う
も
の
で
あ
る
と
の
自
覚
を
持
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
点
に
そ
れ
ぞ
れ
留
意
し
、
自
主
保
安
の

徹
底
を
図
る
も
の
と
す
る
。 

(1) 

鉱
業
権
者 

鉱
業
権
者
は
、
自
ら
設
定
し
た
保
安
目
標
を
達
成
す
る
た
め
、
必
要
な
人
員
及
び
予
算
を
確
保
す
る
と
と

も
に
、
鉱
山
労
働
者
の
保
安
意
識
を
高
揚
さ
せ
る
た
め
の
活
動
や
、
保
安
に
関
す
る
知
識
及
び
技
能
の
向
上

を
図
る
た
め
の
教
育
等
を
実
施
す
る
に
当
た
り
、
次
に
掲
げ
る
点
に
留
意
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 
 

① 

保
安
管
理
体
制
の
充
実
、
特
に
職
務
範
囲
、
指
揮
命
令
系
統
の
明
確
化
及
び
個
々
の
鉱
山
労
働
者
の
知



 

 
 

識
、
技
能
等
を
踏
ま
え
た
適
正
な
人
員
配
置
を
図
る
。 

 
 

 
 

② 

保
安
施
設
の
整
備
等
、
保
安
確
保
に
必
要
な
予
算
の
配
分
に
配
慮
す
る
。 

 
 

 
 

③ 

危
険
予
知
活
動
や
ヒ
ヤ
リ
ハ
ッ
ト
報
告
活
動
等
、
各
鉱
山
の
実
情
に
即
し
た
保
安
活
動
を
一
層
積
極
的

に
実
施
す
る
。 

 
 

 
 

④ 

鉱
山
労
働
者
の
職
務
の
種
類
及
び
経
験
年
数
並
び
に
人
間
特
性
等
を
考
慮
し
た
保
安
教
育
を
一
層
計
画

的
に
実
施
す
る
。
特
に
作
業
監
督
者
の
選
任
に
要
す
る
資
格
の
計
画
的
な
取
得
に
努
め
る
。 

 
 

 
 

⑤ 

鉱
山
災
害
発
生
時
の
被
害
を
最
小
限
に
と
ど
め
る
た
め
、
有
効
な
退
避
訓
練
及
び
救
護
訓
練
の
一
層
の

実
施
に
努
め
る
。 

⑥ 

鉱
山
災
害
の
発
生
リ
ス
ク
を
請
負
労
働
者
を
含
め
た
鉱
山
労
働
者
全
体
で
共
有
す
る
た
め
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
活
動
を
実
施
す
る
等
、
鉱
山
全
体
で
の
保
安
管
理
に
努
め
る
。 

(2) 

保
安
統
括
者
、
保
安
管
理
者
、
作
業
監
督
者
等 

 
 

 
 

 

保
安
統
括
者
、
保
安
管
理
者
、
作
業
監
督
者
等
は
、
鉱
山
に
お
け
る
保
安
管
理
体
制
の
中
核
と
し
て
、
そ

れ
ぞ
れ
の
責
任
と
権
限
に
基
づ
き
、
常
に
現
場
の
保
安
状
況
を
把
握
し
、
そ
の
職
責
の
十
分
な
遂
行
に
努
め

る
も
の
と
す
る
。 

(3) 

鉱
山
労
働
者 

 
 

 
 

 

鉱
山
労
働
者
は
、
保
安
規
程
や
作
業
手
順
書
の
遵
守
に
と
ど
ま
ら
ず
、
保
安
活
動
に
積
極
的
に
参
画
す
る



 

 
 

と
と
も
に
、
自
ら
の
知
識
や
技
能
、
経
験
を
そ
れ
ら
の
作
成
や
見
直
し
に
反
映
す
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と

す
る
。 

(4) 
鉱
業
関
係
団
体 

 
 

 
 

 
鉱
業
関
係
団
体
は
、
民
間
資
格
制
度
「
保
安
管
理
マ
ス
タ
ー
制
度
」
の
運
用
や
改
善
を
は
じ
め
、
自
主
的

な
保
安
管
理
体
制
の
強
化
に
向
け
た
取
組
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。 

２
．
２ 

鉱
山
に
お
け
る
安
全
文
化
と
倫
理
的
責
任
の
醸
成 

 
 

 
 

鉱
山
に
お
い
て
、
組
織
の
全
構
成
員
の
安
全
を
最
優
先
す
る
企
業
文
化
で
あ
る
「
安
全
文
化
」
を
醸
成
し
、

倫
理
的
責
任
の
下
に
鉱
山
の
活
動
が
行
わ
れ
る
よ
う
、
経
営
ト
ッ
プ
は
、
保
安
方
針
を
表
明
す
る
と
と
も
に
鉱

山
に
お
け
る
保
安
活
動
を
主
導
し
、
鉱
山
に
関
わ
る
全
て
の
者
が
保
安
に
関
す
る
情
報
に
通
じ
、
保
安
活
動
に

参
画
で
き
る
環
境
作
り
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

２
．
３ 

自
主
保
安
の
向
上
に
資
す
る
人
づ
く
り
へ
の
取
組 

 
 

 
 

鉱
業
権
者
は
、
現
場
保
安
力
の
向
上
の
た
め
、
危
険
体
感
教
育
、
危
険
予
知
の
実
践
教
育
並
び
に
保
安
技
術

及
び
知
識
に
関
す
る
学
習
の
機
会
を
設
け
る
と
と
も
に
、
国
が
作
成
し
情
報
提
供
し
て
い
る
鉱
山
災
害
事
例
や

再
発
防
止
対
策
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
、
鉱
山
保
安
情
報
等
を
活
用
し
、
継
続
的
な
保
安
教
育
の
実
施
に
努

め
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

国
は
、
外
部
専
門
家
を
活
用
し
、
鉱
山
労
働
者
等
を
対
象
と
し
た
保
安
指
導
及
び
研
修
の
実
施
に
努
め
る
も



 

 
 

の
と
す
る
。 

鉱
業
関
係
団
体
は
、
鉱
業
権
者
の
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
、
危
険
体
感
教
育
に
関
す
る
情
報
を
提
供
す
る
も
の
と

す
る
。 

３
．
個
別
対
策
の
推
進 

 
 

３
．
１ 

死
亡
災
害
及
び
重
傷
災
害
の
原
因
究
明
と
再
発
防
止
対
策
の
徹
底 

 
 

 
 

鉱
山
災
害
発
生
後
に
改
め
て
行
う
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
対
応
等
は
、
類
似
の
鉱
山
災
害
の
再
発
を
防
ぎ
、

鉱
山
災
害
の
撲
滅
と
い
う
最
終
目
標
を
達
成
す
る
上
で
重
要
で
あ
る
。
特
に
死
亡
災
害
や
重
傷
災
害
の
発
生
時

に
あ
っ
て
は
、
再
び
こ
の
よ
う
な
重
大
災
害
の
発
生
に
よ
り
鉱
山
労
働
者
の
生
命
や
健
康
が
脅
か
さ
れ
る
こ
と

の
な
い
よ
う
、
鉱
業
権
者
は
、
徹
底
し
た
原
因
究
明
と
再
発
防
止
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
国
は
、
こ

れ
ら
の
鉱
山
災
害
情
報
を
分
か
り
や
す
く
整
理
及
び
分
析
を
行
い
、
他
の
鉱
山
の
鉱
山
災
害
対
策
に
活
用
で
き

る
よ
う
に
鉱
山
災
害
情
報
を
水
平
展
開
す
る
等
、
情
報
提
供
を
積
極
的
に
行
う
も
の
と
す
る
。 

 
 

 
 

さ
ら
に
、
鉱
山
災
害
の
多
く
は
ヒ
ュ
ー
マ
ン
エ
ラ
ー
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
要
因
と
し
て
、
特
に
「
危

険
軽
視
・
慣
れ
」
が
多
く
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
鉱
業
権
者
は
、
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、

人
間
特
性
に
つ
い
て
も
十
分
に
考
慮
し
、
機
械
や
設
備
等
の
不
具
合
に
よ
り
重
傷
災
害
に
繋
が
る
リ
ス
ク
を
低

減
さ
せ
る
措
置
と
し
て
、
本
質
安
全
対
策
並
び
に
フ
ェ
ー
ル
セ
ー
フ
及
び
フ
ー
ル
プ
ル
ー
フ
を
考
慮
し
た
施
設

の
工
学
的
対
策
の
実
施
等
、
ヒ
ュ
ー
マ
ン
エ
ラ
ー
が
発
生
し
た
と
し
て
も
鉱
山
災
害
に
つ
な
が
ら
な
い
よ
う
に



 

 
 

す
る
た
め
の
対
策
を
引
き
続
き
検
討
す
る
と
と
も
に
、
保
安
規
程
や
作
業
手
順
書
の
遵
守
指
導
等
の
保
安
教
育

の
実
施
や
、
適
正
な
労
務
管
理
等
に
よ
る
現
場
全
体
の
保
安
水
準
や
保
安
意
識
の
向
上
等
、
ヒ
ュ
ー
マ
ン
エ
ラ

ー
の
発
生
を
抑
制
す
る
対
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

３
．
２ 
発
生
頻
度
が
高
い
鉱
山
災
害
に
係
る
防
止
対
策
の
推
進 

 
 

 
 

過
去
五
年
間
に
発
生
し
た
鉱
山
災
害
の
事
由
は
、
「
運
搬
装
置
の
た
め
」
、
「
墜
落
」
及
び
「
転
倒
」
が
全

体
の
約
六
割
を
占
め
る
。
発
生
頻
度
が
高
い
鉱
山
災
害
の
半
数
以
上
が
、
「
不
適
切
な
動
作
・
位
置
・
姿
勢
」

等
の
人
的
要
因
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
鉱
業
権
者
は
、
車
両
系
鉱
山
機
械
の
昇
降
時
に
使
用
す
る

手
摺
り
や
足
場
、
コ
ン
ベ
ア
に
設
置
し
て
い
る
接
触
防
止
用
の
さ
く
囲
等
、
不
安
全
な
箇
所
が
適
切
に
整
備
さ

れ
て
い
る
か
点
検
し
て
必
要
に
応
じ
改
善
を
施
す
等
、
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
継
続
的
な
見
直
し
を
徹
底
し

て
行
う
と
と
も
に
、
運
搬
装
置
に
取
り
付
け
る
安
全
装
置
の
積
極
的
な
導
入
や
、
危
険
予
知
活
動
を
一
層
重
視

し
た
教
育
の
反
復
実
施
等
に
努
め
る
こ
と
に
よ
り
、
鉱
山
災
害
の
着
実
な
減
少
を
図
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 
 

国
は
、
鉱
業
権
者
に
よ
る
こ
れ
ら
の
取
組
が
継
続
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
鉱
山
災
害
事
例
や
再
発
防
止
対
策

に
関
す
る
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
、
鉱
山
保
安
情
報
等
を
活
用
し
、
き
め
細
か
な
助
言
や
情
報
提
供
を
行
う
も
の
と
す

る
。
特
に
、
運
搬
装
置
に
取
り
付
け
る
安
全
装
置
や
自
動
運
転
に
よ
る
運
搬
装
置
の
無
人
化
へ
の
取
組
等
に
つ

い
て
最
新
の
情
報
を
収
集
し
、
情
報
提
供
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

３
．
３ 

罹
災
す
る
可
能
性
が
高
い
鉱
山
労
働
者
に
係
る
防
災
対
策
の
推
進 



 

 
 

 
 

 
 

国
は
、
鉱
山
労
働
者
の
う
ち
経
験
年
数
が
少
な
い
者
や
高
年
齢
者
が
罹
災
す
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
か
ら
、

鉱
業
関
係
団
体
等
と
連
携
及
び
協
働
し
、
当
該
罹
災
を
減
少
さ
せ
る
た
め
に
鉱
業
権
者
や
鉱
山
労
働
者
が
活
用

で
き
る
教
育
ツ
ー
ル
等
を
作
成
す
る
と
と
も
に
、
高
年
齢
の
鉱
山
労
働
者
に
対
し
、
「
高
年
齢
労
働
者
の
安
全

と
健
康
確
保
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
（
令
和
二
年
三
月
厚
生
労
働
省
策
定
）
の
内
容
の
周
知
を
図
る
も
の

と
す
る
。 

ま
た
、
単
独
作
業
に
従
事
し
て
い
る
鉱
山
労
働
者
が
罹
災
す
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
踏
ま
え
、
鉱
業
権
者

は
、
単
独
作
業
対
策
と
し
て
、
カ
メ
ラ
や
セ
ン
サ
ー
に
よ
り
作
業
の
記
録
や
管
理
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
鉱

山
災
害
の
未
然
防
止
や
原
因
究
明
を
容
易
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
環
境
の
整
備
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

３
．
４ 

鉱
種
の
違
い
に
応
じ
た
鉱
山
災
害
に
係
る
防
止
対
策
の
推
進 

 
 

 
 

鉱
山
災
害
は
、
鉱
種
の
違
い
に
よ
っ
て
発
生
状
況
が
異
な
る
こ
と
か
ら
、
国
は
、
そ
の
発
生
状
況
の
違
い
に

つ
い
て
も
情
報
収
集
を
行
い
、
全
国
横
断
的
な
鉱
業
関
係
団
体
に
加
え
て
、
地
域
の
鉱
業
関
係
団
体
と
も
連
携

し
つ
つ
、
保
安
向
上
の
た
め
の
情
報
共
有
や
保
安
教
育
の
機
会
を
設
け
る
等
の
取
組
を
進
め
る
も
の
と
す
る
。 

３
．
５ 

自
然
災
害
に
係
る
防
災
対
策
の
推
進 

 
 

 
 

鉱
業
権
者
は
、
近
年
激
甚
化
し
て
い
る
地
震
、
台
風
、
豪
雨
等
の
自
然
災
害
の
発
生
に
備
え
、
露
天
採
掘
切

羽
、
鉱
山
道
路
、
残
壁
、
沈
殿
池
等
を
点
検
し
、
必
要
に
応
じ
鉱
山
労
働
者
等
に
対
し
、
避
難
場
所
の
設
定
及

び
周
知
並
び
に
定
期
的
な
避
難
訓
練
の
実
施
等
の
防
災
対
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
自
然
災
害
発
生



 

 
 

後
に
操
業
を
再
開
す
る
際
に
は
、
露
天
採
掘
切
羽
、
鉱
山
道
路
、
残
壁
、
沈
殿
池
等
を
綿
密
に
点
検
し
、
自
然

災
害
の
発
生
に
よ
り
生
じ
た
被
害
に
起
因
す
る
二
次
災
害
の
防
止
を
図
る
も
の
と
す
る
。 

４
．
基
盤
的
な
保
安
対
策
と
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
活
用
等
の
推
進 

４
．
１ 
基
盤
的
な
保
安
対
策 

 
 

 
 

次
に
掲
げ
る
基
盤
的
な
保
安
対
策
を
推
進
す
る
も
の
と
す
る
。 

(1) 

露
天
掘
採
場
の
残
壁
対
策 

 
 

 
 

 

鉱
業
権
者
は
、
石
灰
石
鉱
山
等
の
露
天
掘
採
場
に
お
け
る
長
大
残
壁
に
つ
い
て
計
画
的
な
地
質
調
査
、
安

定
解
析
、
計
測
管
理
等
に
努
め
、
適
切
な
露
天
採
掘
切
羽
を
設
定
す
る
と
と
も
に
、
残
壁
の
安
定
化
を
図
る

こ
と
に
よ
り
、
鉱
山
災
害
の
防
止
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

(2) 

坑
内
の
保
安
対
策 

 
 

 
 

 

鉱
山
の
坑
内
構
造
を
そ
の
自
然
条
件
に
対
応
し
た
合
理
的
な
も
の
と
す
る
こ
と
は
、
保
安
の
確
保
、
特
に

重
大
災
害
の
防
止
に
不
可
欠
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
鉱
業
権
者
は
、
各
鉱
山
の
坑
内
構
造
の
整
備
に
努
め

る
と
と
も
に
、
鉱
山
災
害
発
生
時
の
被
害
を
最
小
限
に
と
ど
め
る
た
め
、
所
要
の
保
安
施
設
の
整
備
や
有
効

な
退
避
訓
練
及
び
救
護
訓
練
の
実
施
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
外
国
人
の
研
修
を
実
施
す
る
鉱
山
の

鉱
業
権
者
は
、
外
国
人
研
修
生
に
配
慮
し
た
鉱
山
災
害
防
止
対
策
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。 

(3) 

作
業
環
境
の
整
備 



 

 
 

鉱
業
権
者
は
、
粉
じ
ん
の
防
止
、
有
害
ガ
ス
対
策
、
坑
内
温
度
調
節
、
坑
内
照
明
の
改
善
等
、
作
業
環
境

の
整
備
に
積
極
的
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

特
に
、
粉
じ
ん
防
止
対
策
に
つ
い
て
は
、
集
じ
ん
装
置
の
適
正
配
置
、
効
率
的
な
散
水
の
励
行
、
粉
じ
ん

発
生
装
置
の
密
閉
化
等
、
坑
内
外
に
お
け
る
作
業
環
境
改
善
対
策
の
一
層
の
推
進
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

４
．
２ 

デ
ジ
タ
ル
技
術
の
活
用
等
に
よ
る
保
安
技
術
の
向
上 

鉱
業
権
者
は
、
ヒ
ュ
ー
マ
ン
エ
ラ
ー
が
発
生
し
得
る
こ
と
を
考
慮
し
、
車
両
系
鉱
山
機
械
、
自
動
車
、
コ
ン

ベ
ア
等
の
鉱
山
災
害
の
発
生
頻
度
が
高
い
運
搬
装
置
に
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
活
用
し
た
安
全
装
置
を
取
り
付
け
る

等
、
鉱
山
災
害
の
防
止
に
効
果
的
な
ハ
ー
ド
面
の
対
策
を
一
層
推
進
す
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 
 

国
は
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
活
用
し
た
安
全
装
置
等
、
保
安
の
向
上
に
関
す
る
最
新
の
情
報
を
積
極
的
に
提
供

す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
実
地
へ
の
実
装
を
推
進
す
る
も
の
と
す
る
。 

５
．
中
小
規
模
の
鉱
山
に
お
け
る
保
安
確
保
の
推
進 

国
及
び
鉱
業
関
係
団
体
は
、
中
央
労
働
災
害
防
止
協
会
の
支
援
制
度
の
活
用
や
、
地
域
単
位
で
鉱
山
関
係
者

が
行
う
保
安
力
向
上
の
た
め
の
情
報
交
換
、
大
規
模
の
鉱
山
に
よ
る
保
安
レ
ベ
ル
の
底
上
げ
の
た
め
の
積
極
的

な
取
組
等
が
中
小
規
模
の
鉱
山
に
お
い
て
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
き
め
細
か
な
対
応
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 



 

 
 

１ 

こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
第
十
三
次
鉱
業
労
働
災
害
防
止
計
画
の
廃
止
） 

２ 

第
十
三
次
鉱
業
労
働
災
害
防
止
計
画
（
平
成
三
十
年
経
済
産
業
省
告
示
第
五
十
六
号
）
は
、
廃
止
す
る
。 

 


